
第

二

千

七

百

七

十

五

号

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
三
日

(

火
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

(

建
築
指
導
課)

五
三
五
ペ
ー
ジ

告

示

○
中
津
川
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
変
更
認
可

(

下

水

道

課)

五
三
六

公

示

○
大
型
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

(

商
業
・
金
融
課)

五
三
六

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

(
東
濃
農
林
事
務
所)

五
三
七

規

則

岐
阜
県
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
六
十
四
号

岐
阜
県
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則(

平
成
二
十
七
年
岐
阜
県
規
則
第
百

二
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
を
削
り
、
第
五
条
を
第
六
条
と
し
、
第
四
条
を
第
五
条
と
し
、
第
三
条
を
第
四
条
と
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中｢

知
事
が
建
築
物
の
地
震
に
対
す
る
安
全
性
に
関
す
る
評
価
を
的
確
に
遂

行
す
る
に
足
り
る
技
術
的
能
力
を
有
す
る
と
認
め
た
者

(

以
下

｢

耐
震
判
定
機
関｣

と
い
う
。)｣

を

｢

耐
震
判
定
機
関｣

に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
す
る
。

第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

要
安
全
確
認
計
画
記
載
建
築
物
の
耐
震
診
断
の
結
果
に
係
る
報
告
書
の
添
付
書
類)

第
二
条

省
令
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

耐
震
診
断
の
結
果
を
知
事
が
建
築
物
の
地
震
に
対
す
る
安
全
性
に
関
す
る
評
価
を
的
確
に
遂
行

す
る
に
足
り
る
技
術
的
能
力
を
有
す
る
と
認
め
た
者(

以
下｢

耐
震
判
定
機
関｣

と
い
う
。)

が

証
す
る
書
類
又
は
そ
の
写
し
を
提
出
す
る
場
合

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

イ

当
該
書
類
又
は
そ
の
写
し

ロ

省
令
第
三
十
三
条
第
一
項
の
表
に
掲
げ
る
図
書(

配
置
図
及
び
各
階
平
面
図
に
限
る
。)
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
三
日



公

示

ハ

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
書
類

イ

省
令
第
三
十
三
条
第
一
項
の
表
に
掲
げ
る
図
書

ロ

省
令
第
三
十
三
条
第
二
項
第
一
号
の
構
造
計
算
書

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
四
百
六
十
一
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
中
津
川
都
市

計
画
下
水
道
事
業
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

施
行
者
の
名
称

岐
阜
県

中
津
川
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

中
津
川
都
市
計
画
下
水
道
事
業

中
津
川
市
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
四
十
九
年
三
月
三
十
日
か
ら

平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

事
業
地
を
表
示
す
る
図
面
に
お
い
て
表
示
す
る
。

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
三
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商

業
・
金
融
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
八
月
九
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
バ
ロ
ー
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

タ
チ
ヤ
山
県
店

山
県
市
東
深
瀬
平
柳
一
〇
九
番
地
二

外

四

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

(

変
更
前)

バ
ロ
ー
高
富
北
店

(
変
更
後)

タ
チ
ヤ
山
県
店

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)
株
式
会
社
バ
ロ
ー

代
表
取
締
役

田
代
正
美

恵
那
市
大
井
町
一
八
〇
番
地
の
一

(

変
更
後)

株
式
会
社
タ
チ
ヤ

代
表
取
締
役

森
克
幸
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瑞

浪

中

部

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

平
成
二
八
・

八
・
二
三

認

可

年

月

日

名
古
屋
市
天
白
区
元
八
事
二
丁
目
一
五
〇
番
地

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
三
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


